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東京電力ホールディングス株式会社柏崎刈羽原子力発電所 

第7号機の設計及び工事の計画の 

技術基準規則等への適合性に関する審査結果 

原 規 規 発 第 ２ １ ０ ４ ０ ５ ７ 号 

  令 和 ３ 年 ４ 月 ５ 日 

原 子 力 規 制 庁 

 

１．審査内容 

原子力規制委員会原子力規制庁（以下「規制庁」という。）は、東京電力ホールディン

グス株式会社柏崎刈羽原子力発電所第7号機の設計及び工事の計画の認可申請（令和3年

1月20日付け原管発官R2第231号をもって申請、令和3年3月5日付け原管発官R2第269号を

もって一部補正。以下「本申請」という。）が、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規

制に関する法律（昭和32年法律第166号。以下「原子炉等規制法」という。）第４３条の

３の９第３項第１号に規定する発電用原子炉の設置変更の許可を受けたところによるも

のであるかどうか、同項第２号に規定する「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術

基準に関する規則」（平成25年原子力規制委員会規則第６号。以下「技術基準規則」と

いう。）に適合するものであるかどうかについて審査した。 

規制庁は、審査に当たり申請書本文、発電用原子炉の設置の許可との整合性に関する

説明書、安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関す

る説明書、発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書、非常用発電装置の出力の決定

に関する説明書及び設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書（以

下「本申請の書類」という。）を確認の対象とした。 

 

１－１ 原子炉等規制法第４３条の３の９第３項第１号への適合性 

規制庁は、本申請の書類から、 

（１）工事計画のうち設備の基本設計方針が、平成29年12月27日付け原規規発第１７

１２２７２号により許可した柏崎刈羽原子力発電所発電用原子炉設置変更許可申

請書の設計方針と整合していること 

（２）設計及び工事に係る品質マネジメントシステムが、令和2年4月1日付け原管発官

Ｒ２第６号をもって届出のあった原子炉等規制法第４３条の３の５第２項第１１

号に掲げる事項（保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する

事項）と整合していること 

を確認した。 

規制庁は、上記の事項を確認したことから、本申請が、原子炉等規制法第４３条の３

の９第３項第１号の規定に適合していると認める。 
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１－２ 原子炉等規制法第４３条の３の９第３項第２号への適合性 

東京電力ホールディングス株式会社は、本申請において、保安電源設備のうち非常用

ディーゼル発電機に接続される電気盤（以下「電気盤」という。）について、高エネルギ

ーのアーク放電（以下「アーク放電」という。）による損壊の拡大を防止する設計とする

ことを計画している。 

規制庁は、本申請が、アーク放電による電気盤の損壊の拡大を防止することを目的と

した、保安電源設備に係る工事であることから、技術基準規則第４５条（保安電源設備）

等の規定に適合するものであるかについて以下のとおり確認した。 

なお、工事の方法に係る技術基準規則の規定への適合性については、上記各条に規定

される設備ごとの要求事項等を踏まえ、当該設備が期待される機能を確実に発揮するこ

とを示すものであり、かつ、工事の手順や検査の方法等の妥当性を確認するものである

ため、上記各条への適合性とは別に記載した。 

 

（１）第４５条（保安電源設備） 

規制庁は、本申請の書類から、 

① 保安電源設備について、既設の保護継電器に新たにインターロックを追加し、

当該保護継電器の動作時間を適切に設定すること（以下「本変更」という。）によ

って、非常用ディーゼル発電機からの給電時に電気盤においてアーク放電が発生

した場合に、非常用ディーゼル発電機に接続される遮断器の開放又は非常用ディ

ーゼル発電機の停止及び消磁コンタクタの投入により電気盤の損壊の拡大を防止

するとしていること 

② ①に掲げる措置のほか、保安電源設備について、その故障が発生した場合には、

機器の損壊、故障その他の異常を検知し、及びその拡大を防止する設計を変更す

るものではないとしていること 

を確認したことから、技術基準規則第４５条の規定に適合していると認める。 

また、火災感知器及び消火設備について、アーク放電による火災が発生した場合を

考慮して配置されており、令和2年10月14日付け原規規発第２０１０１４７号により認

可した設計及び工事の計画（以下「既認可」という。）の設計を変更する必要がないこ

とを確認したことから、本申請は、既認可の技術基準規則第１１条（火災による損傷

の防止）の規定への適合性に影響を与えるものではないと認める。 

さらに、非常用ディーゼル発電機について、本変更による悪影響に対しては、発電

用原子炉施設としての安全機能が損なわれないよう措置を講じた設計とするとしてい

ることを確認したことから、本申請は、既認可の技術基準規則第１４条（安全設備）

及び第５４条（重大事故等対処設備）の規定への適合性に影響を与えるものではない
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と認める。 

 

（２）第１５条（設計基準対象施設の機能） 

規制庁は、本申請書の書類から、追加するインターロックについて、試験及び検査

が実施できる設計とするとしていることを確認したことから、技術基準規則第１５条

の規定に適合していると認める。 

 

（３）第４８条（準用） 

規制庁は、本申請の書類から、本変更に係る保護継電器について、「原子力発電工作

物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令」（平成24年経済産業省令第70号）に

基づき、接地による感電及び火災の防止措置等を講じる設計とするとしていることを

確認したことから、技術基準規則第４８条の規定に適合していると認める。 

 

（４）工事の方法 

規制庁は、工事の方法について、上記各条に規定される設備ごとの要求事項等を踏

まえ、当該設備が期待される機能を確実に発揮できるように、工事の手順、使用前事

業者検査の項目及び方法が適切に定められ、また、工事中の従事者及び公衆に対する

放射線管理や他の設備に対する悪影響防止対策等が工事の留意事項として定められて

いることから、工事の方法として妥当であり、上記各条の規定に適合していると認め

る。 

 

規制庁は、上記の事項を確認したことから、本申請が、原子炉等規制法第４３条の３

の９第３項第２号の規定に適合していると認める。 

 

２．審査結果 

規制庁は、１－１及び１－２の事項を確認したことから本申請が原子炉等規制法第４

３条の３の９第３項各号のいずれにも適合しているものと認める。 


